
オンラインで特例申請 

 個人のその年の所得・控除によって決ま

る控除上限金額以内の寄附であれば、自己

負担が 2,000 円で返礼品が貰えるふるさと

納税制度。確定申告をする必要がなく、１

年で 5 自治体以内への寄附であれば利用で

きるワンストップ特例申請制度は、確定申

告をハードルに感じている給与所得のみの

方、あるいは年金所得のみの方に親しまれ、

ふるさと納税の利用数拡大に寄与してきま

した。最近はマイナンバーカードとその情

報が読み取れるスマートフォン又はカード

リーダーがあれば、オンラインで申請でき

るようになっています。 

 

デジタル庁主導の公的個人認証サービス 

 オンラインワンストップ特例申請に使用

される「公的個人認証サービス」とは、マイ

ナンバーカードの IC チップに搭載された

電子証明書を利用して、オンラインで利用

者本人の認証等を公的に行うためのサービ

スです。この公的個人認証サービスについ

ては、行政機関だけでなく、民間事業者の

各種サービスにも導入可能です。個人認証

について、マイナンバーは利用しません。 

 民間事業者が公的個人認証サービスを導

入する場合は、公的個人認証法に基づき、

主務大臣認定を受けて自社が認定事業者に

なるか、もしくは認定事業者に署名検証業

務を委託する形で利用する３０３０３０か

の２つの方法があります。 

 

特例申請は 2つの方法を活用している 

 ふるさと納税のワンストップ特例申請が

できる「自治体マイページ」は、サイトへの

登録情報と自治体より提供される寄附情報

を紐づけ、ワンストップ特例申請の本人確

認を公的個人認証サービスで行い、オンラ

インでワンストップ特例申請ができるサー

ビスを提供しています。なお「自治体マイ

ページ」を運営するのは民間事業者です。 

 また、ふるさと納税の申し込みができる

ポータルサイトについては、署名検証業務

を委託する形で、オンラインワンストップ

特例申請ができるサイトが増えています。 

 郵送する手間もなく、Webサイトで特例申

請が受領されているかも分かるため、今ま

での紙での申請に比べると、手間の少ない

方法になっています。 
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ふるさと納税の 

オンラインワンストップ特例申請 

公的個人認証サービス利用

料は署名で20円/1件、利用

者証明で2円/1件だけど、

2023年1月から当面3年間

は無料！ 


